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無
  料

予約制で
弁護士が対応

2月 19日㊌午後６時～

久永かずえ
携帯電話 090-1758-3521
お急ぎの方も、まずは久永議員へ

相談はお気軽に
　　声かけください

日常生活の困りごとについ
てご相談ください。

＊契約は工事・委託・賃貸借・修繕・物品購入・指定管理者との協定

市
…
工
事
等
を
発
注
す
る
各
課
の
監
督
職

員
が
、
適
切
な
執
行
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

行
政
管
理
課
で
も
5
0
0
万
円
以
上
の
工

事
の
完
了
検
査
時
に
、
週
休
２
日
制
で
の

工
事
の
実
施
状
況
、
建
設
業
退
職
金
共
済

制
度
へ
の
加
入
状
況
、
社
会
保
険
の
加
入

状
況
、
法
定
福
利
費
の
有
無
、
下
請
負
が

あ
る
場
合
は
そ
の
契
約
書
の
写
し
の
提
出

を
求
め
る
な
ど
、
適
正
な
労
働
条
件
の
確

保
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
る
。

市
…
当
事
者
本
人
か
ら
の
申
し
出
で
社
会
保

険
・
雇
用
保
険
の
加
入
、
最
低
賃
金
の
確
保
、

適
正
な
労
働
時
間
・
休
日
の
実
施
等
に
つ
い

　「
大
府
市
公
契
約
基
本
条
例
」
は

職
員
へ
の
意
識
づ
け
が
非
常
に
大

事
で
あ
り
、
研
修
等
は
計
画
的
に

行
う
必
要
が
あ
る
。

大
府
市
職
員
が
条
例
の
意
義
を

胸
に
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
大
府
市

の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
る
、
ま

た
は
委
託
や
指
定
管
理
を
行
っ
て

い
る
事
業
所
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

が
弱
く
な
る
。
労
働
者
か
ら
の
申

し
出
は
も
ち
ろ
ん
、
会
話
の
中
で

交
わ
さ
れ
た
言
葉
や「
愚
痴
」

に
も
注
意
し
、
察
し
て
い
く

高
い
意
識
が
必
要
で
あ
る
。 市

…
本
来
、
労
働
基

準
監
督
署
へ
の
相
談

で
は
あ
る
が
、
本
⤵

多
く
の
労
働
者
は
、
そ
も
そ
も

「
公
契
約
基
本
条
例
」
の
存
在
を
知

ら
な
い
。
大
府
市
は
、
労
働
者
の

働
く
環
境
を
守
る
「
大
府
市
公
契

約
基
本
条
例
」
が
あ
る
こ
と
を
労

働
者
に
伝
え
て
い
く
責
任
が
あ
る
。

日
本
弁
護
士
連
合
会
が
作
成
し
た

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど

で
分
か
り
や
す
い
条
例
の
概
要
版

を
大
府
市
と
し
て
作
成
し
、
事
業

者
か
ら
配
布
を
義
務
付
け
る
な
ど
、

大
府
市
が
労
働
者
に
直
接
投
げ
か

け
ら
れ
る
仕
組
み
で
、
労
働
者
に

「
大
府
市
公
契
約
基
本
条
例
」
を
周

知
し
て
い
く
工
夫
が
必
要
。

　
大
府
市
に
は
「
大
府
市
公
契
約
基
本
条
例
」
と
い
う
条
例
が
あ
り
ま
す
。
大
府
市
が
事
業
を
進
め

る
う
え
で
、
そ
の
仕
事
に
関
わ
る
人
が
、
低
賃
金
な
ど
働
く
環
境
が
劣
悪
と
な
ら
な
い
よ
う
、
働
く

人
を
守
る
目
的
で
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
府
市
の
事
業
運
営
へ
の
信
頼
に
も
関
わ
り
、
非
常
に
大

事
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
「
大
府
市
公
契
約
基
本
条
例
」
は
、
ど
う
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
？
機
能

し
て
い
る
の
か
？
―
―
こ
の
よ
う
な
視
点
で
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

令和年度 契約件数 社数(延べ)

5 2,735 550
4 3,036 537
3 2,808 503

条例の対象となる企業や事業所などの件数

適
正
な
労
働
環
境
と
な
っ
て
い

な
い
、
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
る

な
ど
、
様
々
な
ル
ー
ト
で
情
報
を

得
た
場
合
、
事
業
者
等
に
対
し
速

や
か
に
確
認
や
調
査
を
行
い
当
事

者
に
返
し
て
い
く
、
と
い
う
役
割

が
大
府
市
に
は
あ
る
。

　
　
　
　
◇
　
◇
　
◇

労
働
基
準
監
督
署
の
役
割
以
外

に
つ
い
て
は
、
大
府
市
が
責
任
を

も
っ
て
「
調
査
」・「
確
認
」
を
行
い
、

大
府
市
の
事
業
に
携
わ
る
す
べ
て

の
労
働
者
が
適
正
な
労
働
環
境
で

働
く
こ
と
が
で
き
る
条
例
で
あ
る

こ
と
を
期
待
す
る
。

久
永
…
企
業
や
事
業
所
等
が
労
働

者
の
適
正
な
労
働
条
件
を
確
保
し

て
い
る
か
を
、
大
府
市
と
し
て
ど

の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
の
か
。

久
永
…
条
例
の
第
３
項
に
「
労
働

条
件
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
場

合
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
段

階
で
企
業
や
事
業
所
等
へ
の
調
査

を
行
う
の
か
。

久
永
…
適
正
な

労
働
条
件
が
確

保
さ
れ
な
い
場

合
、
労
働
者
の

相
談
を
受
け
る

市
の
窓
口
は
ど

こ
か
。

☞
日
本
弁
護
士
連
合
会
作
成
の
リ
ー
フ
か
ら

て
、
客
観
的
証
拠
に
よ
り
適
正
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

⤵
条
例
に
基
づ
く
受
託
者
等
の

労
働
者
か
ら
の
相
談
は
、
工
事

等
の
内
容
に
精
通
し
て
い
る
発

注
課
に
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と

と
し
て
い
る
。

　日本共産党の久永かずえ市議は、質
問への答弁をふまえて次のように意見
を述べました。

◉
職
員
へ
の
意
識
づ
け

と
研
修
を

◉
働
く
人
た
ち
に

周
知
を

◉
事
業
者
へ
の
確
認

・

調
査
を

市の事業で働く人を守るため
市公契約基本条例 周知 ・徹底を

2024年 12月市議会 久永市議が一般質問


